
～その火事を　防ぐあなたに　金メダル～

秋季全国火災予防運動

　これからの季節は空気が乾燥し、火災が発生しやすい

気候となります。火災はあなたの大切な財産を一瞬のう

ちに灰にしてしまうだけでなく、そこに住むかけがえの

ない人の命までも奪ってしまいます。出火を未然に防ぎ、

自分の身を守るためにも、次の習慣を身に付けるととも

に、有効な対策をしておきましょう。

３つの習慣　①寝たばこは絶対にやめる②ストーブは燃

えやすいものから離れた位置で使用する③ガスこんろな

どのそばを離れるときは必ず火を消す

４つの対策　①逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器

を設置する②寝具や衣類、カーテンからの火災を防ぐた

め、防炎品を使用する③火災を小さいうちに消すため、

住宅用消火器などを設置する④お年寄りや体の不自由な

人を守るため、隣近所の協力体制をつくる

※火災予防運動の期間中は、消防署や消防団が広報活動

を実施します。ご協力をお願いします

問合せ　地域安全課防災安全係☎内線４０２１

TOPICS
委員の任命と委嘱

「教育委員」「人権擁護委員」

●中村春夫さん（教育委員）

　教育委員会は教育長

と４人の委員で構成さ

れています。このうち、

中村春夫さん（利根町

園原）が議会の同意を

得て、10 月 1 日付で委

員に任命されました。

問合せ　教育総務課総務係☎内線３３０３

●佐藤豊子さん（人権擁護委員）

　人権擁護委員は法務大臣から委嘱を受

け、人権啓発活動や人権問題の相談に応じ

るなどの活動に取り組んでいます。現在本

市では 11 人が委嘱（任期３年間）を受け

ており、このたび、佐藤豊子さん（白沢町下

古語父）が 10 月１日付で再任されました。

問合せ　市民協働課市民協働係☎内線３０

５６

＼消費生活の窓／

心当たりのない請求　ＳＭＳに届いていませんか ?

SMSとは・・・？

ショートメッセージサービスの略です。電話

番号を宛先にして、携帯電話に短い文章や

URLなどを送受信するサービスです

携帯電話に知らない番号から SMSが届い

たけど、何の請求かしら？本日中に連絡と

あるけど、どうしたらいいの？

★アドバイス★

●心当たりのない SMSは、開かずに削除しましょう

●問い合わせ先のような電話番号に電話をかけたり、

URLがあってもアクセスしないようにしましょう。自

分の携帯番号が使える状態であることを相手に知らせ

てしまいます

●名前、住所、口座番号など、個人情報になるものは

相手に伝えないようにしましょう。個人情報を知られ

てしまうと、別の事業者をかたるところからお金を請

求されるといった詐欺などのトラブルに遭う可能性が

あります

●お金を支払うよう言われても、心当たりがなければ

支払わないようにしましょう

問合せ　消費生活センター☎ 20-1500（相談時間：土・日曜日、祝日を除く、午前９時～正午、午後１時～ 4時）

※お困りの際は消費生活センター、または消費

者ホットライン【局番なしの１
い や や

８８】へ

期間　11 月９日（月）～ 15 日（日）

※イラストは消費者庁イラスト集より

080-12●● -●●78

1001907 

101234567 各番号（７桁）を市HP「ページ番号検索」に入力すると関連ページが見られます


